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「未利用口座管理手数料」の既存口座への拡大および預金規定の改
定について  

 

 
 株式会社 沖縄海邦銀行（頭取：新城一史）では、2022 年 11 月 1 日（火）より、未利用

口座管理手数料の対象口座として 2022 年 3 月 31 日以前に開設された普通預金口座（総合

口座を含む）・貯蓄預金口座につきましても追加することといたしましたのでお知らせいた

します。また、本件に伴い、預金規定の改定を行いますので併せてお知らせいたします。 

今回の対応は、長期間ご利用されていない口座の不正利用を未然に防止することを強化

するものであり、お客さまへのサービスの維持・向上を図るためのものです。何卒ご理解

を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、未利用口座管理手数料は、2 年以上ご利用されていない普通預金口座（総合口座を

含む）・貯蓄預金口座を対象とするものであり、日頃より入出金や口座振替などのお取引を

いただいているお客様の口座が対象となることはございません。 
 

記 

 
１.未利用口座管理手数料の内容 
対象口座 普通預金口座・総合口座（決済用口座を含む）、貯蓄預金口座 

未利用口座と

なる口座 
最後のお預け入れ（当該預金の利息入金を除きます）またはお引き出し

（本手数料の引き落としを除きます）から 2 年以上、一度もお預け入れ

またはお引き出しがない普通預金口座（総合口座を含む）・貯蓄預金口座

が対象となります。 
ただし、次の場合は未利用口座管理手数料の対象外となります。 
・当該口座の残高が 10,000 円以上である場合 

・お取引店舗において、他のお預り資産（定期性預金、投資信託、個人

年金保険等）がある場合 

・お取引店舗において、お借入れがある場合 

かかいいぎぎんん  



未利用口座に

対する取扱い 
（1）未利用口座管理手数料の対象となった場合、事前にお客さまの届出

住所あてに文書にてご案内をいたします。 
（2）ご案内の発送後、一定期間（3 カ月程度）を経過しても、お取引がな

い場合、当該口座から本手数料を引き落としいたします。 
（3）残高不足により本手数料の引き落としができなかった場合、残高全

額を本手数料として引き落としし、当該口座を個別に通知すること

なく自動的に解約いたします。 
未利用口座管

理手数料 

 

年間 1,320 円（消費税込） 

 

初回の手数料

引落及び自動

解約日 

 

2024 年 12 月 5日（木） 

※2022 年 12 月 1 日以降、2 年以上お取引のない口座が対象です。 

 
2．預金規定の改定 
 2022 年 11 月 1 日（火）より以下のとおり預金規定を改定いたします。 
「未利用口座管理手数料」の条項の改定 
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定 

【変更前】未利用口座管理手数料 

（１）未利用口座管理手数料は、別途定める

未利用口座が対象となります。 

（２）この預金口座は、別途定める一定の期

間、預金者による所定の利用がない場

合（ただし、2022 年 4月 1 日以降に

開設された口座に限ります）には、未

利用口座となります。 

（３）この預金口座が未利用口座となりかつ

残高が別途定める一定の金額を超え

ることがない場合には、当行はこの預

金口座から、払戻請求書等によらず、

当行の定める未利用口座管理手数料

の引き落としを開始することができ

るものとします。また残高不足等によ

り、未利用口座管理手数料の引き落と

しが不能となった口座については、残

高を未利用口座管理手数料の一部と

して充当し、何らかの通知をすること

なく当行所定の方法により、解約する

ことができるものとします。 

（４）一旦引き落としになり、お支払いいた

だいた未利用口座管理手数料につい

ては、ご返却いたしません。 

 

【変更後】未利用口座管理手数料 

（１）現行の通り 

 

（２）この預金口座は、別途定める一定の期

間、預金者による所定の利用がない場

合には、未利用口座となります。 

 

 

（３）この預金口座が未利用口座となりかつ

残高が別途定める一定の金額を超え

ることがない場合には、当行はこの預

金口座から、払戻請求書等によらず、

当行の定める未利用口座管理手数料

の引き落としを開始することができ

るものとします。また残高不足等によ

り、未利用口座管理手数料の引き落と

しが不能となった口座については、残

高全額を未利用口座管理手数料とし

て充当し、何らかの通知をすることな

く当行所定の方法により、解約するこ

とができるものとします。 

（４）現行の通り 

 

 
※別途、本手数料の内容を定める「未利用口座管理手数料について」も合わせてご確認く

ださい。 
以上 

 
《お問い合わせ先》 

事務統括部 事務管理担当 津波 
℡：（098）917‐1379（直通） 


